
　地域における賃借料の目安となる実勢の農地賃借料情報を次のとおり提供します。
　吉野ヶ里町農業委員会管内における令和２年１月から１２月までに農地法及び農業経営基盤

平均額 最高額 最低額 データ筆数

豆田 10,800 20,000 5,000 42

田手 13,600 15,000 6,675 50

吉田 13,900 16,000 9,402 33

立野 6,100 15,900 5,000 10

大曲 11,300 16,000 2,193 95

三津 13,300 16,000 10,000 8

石動 12,100 16,000 3,000 7

松隈 5,200 7,500 2,934 2

★畑については、提供できる賃借料情報が少ないことから表記しません。
★物納のついては、提供できる賃借料情報が少ないことから表記しません。
★圃場整備の区分は設けていません。

（10a当たり：円）

地区名

田

箱川 12,700 20,000 8,000 46

　　　　吉野ヶ里町農業委員会農地賃借料情報

強化促進法により締結（公告）された賃貸借における賃借料水準は、次のとおりです。
　圃場の面積、形状、収量、日照、水利等の条件を勘案し、貸し手、借り手の当事者間
で協議のうえ、賃借料を決定する目安としてご活用下さい。

※この情報は１年間の平均を算出したものです。


